
補助要件の確認方法

（ａ）直近事業年度の決算において対前年度比で

  ２％以上の賃上げが行われていること

〔法人の場合〕

　税務署に提出した直近事業年度の法人事業概況説明書
＜P.２参照＞における「10 主要科目」のうち「労務費」と
「従業員給料」の計を、「４ 期末従事員等の状況」の
うち従事員の数（役員を除く）の計で除した額（１人当
たりの給与賃金の額）が、前事業年度の同様に計算した
額から２％以上増加していること。

（ｂ）令和７年12月１日～令和８年12月１日の間の

  賃上げ実施月において対前年同月比で２％以上の

  賃上げが行われていること

〔個人事業主の場合〕

　税務署に提出した直近事業年の所得税青色申告決算書
＜P.3参照＞または白色申告収支内訳書＜P.4参照＞における
「給料賃金の内訳」のうち「支給額」の計を、「従業員
の数（専従者は除く）」の計で除した額（１人当たりの
給料賃金の額）が、前事業年度の同様に計算した額から
２％以上増加していること。

〔法人・個人事業主〕

　県内の事業所で雇用している従業員（雇用保険の被保険者
に限る）の賃金台帳＜P.6参照＞における賃上げが反映された月
（賃金計算期間の１ヶ月＝賃上げ実施月）の基本賃金、所定
時間外割増賃金及び手当の小計の計（賞与・臨時の給与（一
時金）を除く）を、当該従業員の数で除した額（１人当たり
の賃金支給額）が、前年同月の同様に計算した額から２％以
上増加していること。

【 補助要件 】 次の（ａ）、（ｂ）のいずれかの要件を満たすこと

確認方法 ① 確認方法 ②

要件を満たさない場合

確認方法 ③

〔２％以上賃上げ実施にもかかわらず、やむを得ない事情※に
 より、確認方法②では２％以上賃上げが確認できない場合〕

　継続雇用の従業員のみで比較できる。
　（従業員の一部を除外して算定）＜P.7参照＞

※ベテラン従業員が多数退職し新卒者を雇用したため、１人当たり　　　
　の賃金支給額が少なくなる場合など

要件を満たさない場合

　確認方法①→②→③のいずれの方法でも２％以上の賃上げが確
認できなかった場合、賃上げ不実施報告が必要です。（交付決定
は取り消し）

（賃金台帳により前年同月と比較）（決算において対前年度と比較）

（賃金台帳により前年同月と比較）
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前事業年度と前々事業年度分を用意
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　　確認方法 ① （決算において対前年度と比較）
　

　　〔法人の場合〕

　 　確定申告の際に税務署へ提出した「法人事業
　概況説明書」の直近事業年度とその前年度分を　　用意します。
　　　「10 主要科目」の売上原価のうち「労務費」と
　販管費のうち「従業員給料」の計を、「４ 期末従　　事員等の状況」の期末従事員数（常勤役員を
  除く）で除した従業員１人当たりの額を比較し、　　２％以上となっているかを確認します。


 　【計算方法】

 　〔直近事業年度〕

  （労務費＋従業員給料）÷期末従事員数
 　＝１人当たりの額 （Ａ）

 　〔前事業年度〕

   （労務費＋従業員給料）÷期末従事員数
   ＝１人当たりの額 （Ｂ）

 　（ＡーＢ）÷Ｂ×100 ＝ ？％

　
　→２％以上賃上げが確認できた場合

 　　補助要件を満たしています。交付申請時に、「法人　　事業概況説明書」の写しを提出してください。
 　

  →２％未満の場合

 　  補助要件を満たしていませんが、R7.12.1～R8.12　.1の間に２％以上の賃上げ実施（予定）の場合は、　 ただちに交付申請が可能です。
　（「法人事業概況説明書」の提出は不要）

　 　交付決定を受けた後、賃上げが反映された月におい　 て、「賃金台帳」で対前年同月と比較し<P.6参照>、    ２％以上の賃上げが確認でき次第、賃上げ実施報告   を行ってください。（報告期限 R9.2.12）
　 　なお、賃上げ実施報告時には、「賃金台帳」の写しを
　提出してください。
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　　確認方法 ① （決算において対前年度と比較）
　
　　〔個人事業主（青色申告）の場合〕

　　確定申告の際に税務署へ提出した令和７年分と
  令和６年分の「所得税青色申告決算書」を用意し　　ます。
　　「所得税青色申告決算書」２ページ目の「給料
　賃金の内訳」支給額の合計を従業員数で除した　  　従業員１人当たりの額を比較して、２％以上と
　なっているかを確認します。

 　【計算方法】
　
 　〔令和７年分〕
 　　給料賃金の合計÷従業員数＝１人当たりの額（Ａ）

 　〔令和６年分〕
 　　給料賃金の合計÷従業員数＝１人当たりの額（Ｂ）

 　（ＡーＢ）÷Ｂ×100 ＝ ？％
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「所得税青色申告決算書（一般用）」２ページ目
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　→２％以上賃上げが確認できた場合

　　 補助要件を満たしています。交付申請時に「所得　　税青色申告決算書」の写しを提出してください。


　→２％未満の場合

 　  補助要件を満たしていませんが、R7.12.1～R8.
　12.1の間に、２％以上の賃上げ実施（予定）の
　場合は、ただちに交付申請が可能です。
　（「所得税青色申告決算書」の提出は不要）

　　 交付決定を受けた後、賃上げが反映された月に
　おいて「賃金台帳」で対前年同月と比較し＜P.6参照＞　２％以上の賃上げが確認でき次第、賃上げ実施報　　告を行ってください。（報告期限 R9.2.12）
　 　なお、賃上げ実施報告時には、「賃金台帳」の
　写しを提出してください。
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　　確認方法 ① （決算において対前年度と比較）
　
　　〔個人事業主（白色申告）の場合〕

　 　確定申告の際に税務署へ提出した令和７年分と
  令和６年分の「収支内訳書」を用意します。
　  　「給料賃金の内訳」の「合計」（⑪給料賃金）を  　従業員数で除した、従業員１人当たりの額を比較し    て、２％以上となっているかを確認します。

　【計算方法】
　〔令和７年分〕
　　給料賃金の合計÷従業員数＝１人当たりの額（Ａ）

　〔令和６年分〕
　　給料賃金の合計÷従業員数＝１人当たりの額（Ｂ）

　（ＡーＢ）÷Ｂ×100 ＝ ？％


　→２％以上賃上げが確認できた場合

　　 補助要件を満たしています。交付申請時に　「収支内
　訳書」の写しを提出してください。

　→２％未満の場合

  　 補助要件を満たしていませんが、R7.12.1～R8.12.1　 の間に、２％以上の賃上げ実施（予定）の場合は、
　 ただちに交付申請が可能です。
 　（「収支内訳書」の提出は不要）

 　 交付決定を受けた後、賃上げが反映された月において、
　 「賃金台帳」で対前年同月と比較し＜P.6参照＞、２％
　以上の賃上げが確認でき次第、賃上げ実施報告を行って　ください。（報告期限 R9.2.12）
　 　なお、賃上げ実施報告時には、「賃金台帳」の写しを
　提出してください。
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「所得税青色申告決算書（農業所得用）」２ページ目
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　　【（農業所得用）の場合】
　 
　 　「雇人費の内訳」の支給額のうち現金の合計を
　従業員（雇人）数で除した従業員1人当たりの
　額を比較し、２％以上となっているかを確認します。
 （白色申告の場合も同様です。）

　【計算方法】
　
 　〔令和７年分〕
 　支給額(現金)合計÷従業員数＝１人当たりの額（Ａ）

 　〔令和６年分〕
 　支給額(現金)合計÷従業員数＝１人当たりの額（Ｂ）

 　（ＡーＢ）÷Ｂ×100 ＝ ？％




　







分 分 分 分 分 分 分 分 氏 名

日 日 日 日 日 日 日 日

時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間 時間

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

手当 円 円 円 円 円 円 円 円

手当 円 円 円 円 円 円 円 円

手当 円 円 円 円 円 円 円 円

手当 円 円 円 円 円 円 円 円 性 別

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 所 属

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 職 名

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円

月 月 月 月 月 月 月 月

日 日 日 日 日 日 日 日
印 印 印 印領   収 印 印 印 印 印

差 引 支 払 金

実 物 給 与

小         計

市 町 村 民 税

控
 
除
 
金

所 得 税

差    引    残

雇 用 保 険

厚 生 年 金 ・ 保 険

社
会
保
険
料
控
除

健 康 保 険

合         計

賞 与

臨 時 の 給 与

（

常
時
使
用
さ
れ
る
労

 
働
者
に
対
す
る
も
の
）

非 課 税 分 賃 金 額

小         計

小         計

手
 
 
当

基 本 賃 金

深 夜 労 働 時 間 数

早 出 残 業 時 間 数

休 日 労 働 時 間 数

労 働 時 間 数

労 働 日 数

様式第20号（第55条）

賃
 
 
金
 
 
台
 
 
帳

賃 金 計 算 期 間

所定時間外割増賃金
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  雇用保険の控除のある
  従業員が対象です。
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 　「基本賃金」「所定時間外
  割増賃金」、「手当」の計
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  賃上げ実施月
（賃上げが反映された月 「賃金     計算期間」の１ヶ月分）
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　　確認方法 ② （賃金台帳により前年同月と比較）

　
　１　県内の事業所で雇用している従業員（雇用保険の被
　　保険者に限る）全員分の「賃金台帳」を用意します。

　２　賃上げ実施月の「基本賃金」「所定時間外割増賃金」
     「手当」の計について全員分を合計します。
  
　3 　合計した額を全員の人数（賃金台帳の枚数）で除し、　　　１人当たりの賃金支給額を計算します。
 
  4 　前年同月分も同様に計算し、２％以上の賃上げを確認　　　 します。
 

 　【計算方法】
 
  〔賃上げ実施月分〕
　　全員分（基本賃金＋所定時間外割増賃金＋手当）÷人数   　 ＝１人当たりの賃金支給額（Ａ）

　〔前年同月分〕
　  全員分（基本賃金＋所定時間外割増賃金＋手当）÷人数   　 ＝１人当たりの賃金支給額（Ｂ）

　（ＡーＢ）÷Ｂ×100 ＝ ？％


　→２％以上賃上げが確認できた場合
　
  　補助要件を満たしています。賃上げ実施報告を行い、賃金   台帳の写しを出してください。（報告期限 R9.2.12）
 
  →２％未満の場合

　 　２％以上の賃上げを実施したにもかかわらず、やむを得ない　事情※により、確認方法②では２％以上の賃上げが確認    　できないときは、確認方法③により２％以上の賃上げを確認
　することができます。 ＜P.7参照＞　　　　　　　　　　　　　　



　
 






別紙２（第３号様式関係）

対前年同月比で２％以上の賃上げ実施を確認できる書類

（従業員の一部を除外して算定）

１　やむを得ない理由

２　賃上げ実施確認算定

賃金支給額
（円）

賃金支給額
（円）

新
規
雇
用
者

そ
の
他
（
理
由

を
１
に
記
載
）

令和８年７月

退
職
者

そ
の
他
（
理
由

を
１
に
記
載
）

令和７年７月

× 例1 高知　一郎 ×    400,000 
○ 例2 土佐　二郎    315,000 土佐　二郎    300,000 
× 例3 四万十　三郎 ×    210,000 
○ 1
○ 2
○ 3
○ 4
○ 5
○ 6
○ 7
○ 8
○ 9
○ 10
○ 11
○ 12
○ 13
○ 14
○ 15
○ 16
○ 17
○ 18
○ 19
○ 20
○ 21
○ 22
○ 23
○ 24
○ 25
○ 26
○ 27
○ 28
○ 29
○ 30

合計 自動計算 合計 自動計算

確認対象者合計 自動計算 確認対象者合計 自動計算

前年同月比の賃上げ率 自動計算 ％ 補助要件確認  自動判定 

（例）　令和８年３月末の定年退職者が例年より多かったため。

賃上げ実施月 前年同月

比較対象外
（該当の場合×）

比較対象外
（該当の場合×）比

較
対
象
の
該
当

番号

従業員氏名

（賃上げ確認対象
者全員を記載）

従業員氏名

（賃上げ確認対象
者全員を記載）

 確認方法③　（継続雇用の従業員のみで比較）

　２％以上の賃上げを実施したにもかかわらず、やむを得ない事情※によ
り、確認方法②では２％以上の賃上げが確認できない場合は、継続雇用の
従業員のみで比較する方法で確認することができます。

　※　ベテラン従業員が多数退職し新卒者を雇用したため、１人当たりの賃金
　　　支給額が少なくなる場合など

　　確認方法③でも２％以上の賃上げが確認できない場合は、賃上げ不実施
　報告を行ってください。（交付決定は取り消しとなります。）

　【入力方法】

・　表上部の例１～３を参考に、賃上げ実施月と前年同月に雇用している比較　
　対象従業員（県内事業所で雇用している従業員のうち雇用保険の被保険者）　
　全員分を入力

・　比較対象の従業員が30人以上の場合は、表の左の「＋」をクリックしてく
　ださい。（最大300人まで入力可能）

・　継続雇用の従業員を左右でそろえ、雇用していない従業員は空欄

・　表の下の「前年同月比の賃上げ率」が２％以上（補助要件確認が「○」）
　になっていることを確認のうえ、賃上げ実施報告時に提出
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